
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

徳
島
県
立
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

浩

一

徳
島
県
立
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
立
学
校
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
六
条
の
二
第
三
項
中
「
起
算
し
て
六
年
以
内
で
委
員
会
が
定
め
る
」
を
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
有

効
期
間
が
満
了
す
る
」
に
改
め
る
。

「

生

活

科

「

業

造

園

土

木

科

業

地

域

創

生

類

別
表
第
一
徳
島
県
立
城
西
高
等
学
校
神
山
校
の
項
中

環
境
デ
ザ
イ
ン
コ

を

ー
ス

農

食
農
プ
ロ
デ
ュ
ー

農

ス
コ
ー
ス

」

地

域

創

生

類

環
境
デ
ザ
イ
ン
コ

ー
ス

に
改
め
る
。

食
農
プ
ロ
デ
ュ
ー

ス
コ
ー
ス

」

様
式
第
一
号
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第１号（第１６条の２関係）

（表）

紺色

徳島県 Tokushima Prefectural Government
職員証
ID Card

有 効 期 限 透明

ホログラム

発 行 者 徳島県

薄緑色
識別番号

透明

（裏）

透明

（注意事項）
１紛失時は，速やかに任命権者まで届け出ること。
２他人への譲渡又は貸与を行わないこと。
３身分を失つたときは，速やかに任命権者に返納するこ
と。

氏 名



附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


